
東海旅客鉄道株式会社障がい者用ＩＣカード乗車券運送約款の一部改正（往復乗車券及び連続乗車券の発売終了に伴う改正） 

現行 改正 

（前略） 

（障がい者用ＴＯＩＣＡ乗車券のＳＦから減額する運賃） 

第 13条 障がい者用ＴＯＩＣＡ乗車券のＳＦから減額する運賃は、ＴＯＩ

ＣＡ約款第 20条、同第 30条第２号又は同第 33条の規定により計算した

大人の片道普通旅客運賃に、身体障害者規則第７条、知的障害者規則第

６条又は精神障害者規則第６条に定める割引率を適用した額とします。 

（以下略） 

（前略） 

（障がい者用ＴＯＩＣＡ乗車券のＳＦから減額する運賃） 

第 13条 障がい者用ＴＯＩＣＡ乗車券のＳＦから減額する運賃は、ＴＯＩ

ＣＡ約款第 20条、同第 30条第２号又は同第 33条の規定により計算した

大人の普通旅客運賃に、身体障害者規則第７条、知的障害者規則第６条

又は精神障害者規則第６条に定める割引率を適用した額とします。 

（以下略） 

附則 

この通達は、2026年３月 14日から施行する。 


